
別紙１

(部局名)

１　開催日

２　委員の氏名及び役職等 委員長　

委員

委員

３  審査対象期間

４　審査契約件数

（１）公共工事

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

        0 件

②　随意契約によるもの 　

　　・審査対象件数 0 件

　　・審議件数 0 件

（２）物品・役務等

①　競争入札によるもの

　　・審査対象件数 3 件

　　・審議件数 3 件

　　うち、契約金額が500万円以上のもの 2 件

　　うち、参加者が一者しかいないもの 1 件

　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの 0 件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの 0 件

②　随意契約によるもの

　　・審査対象件数 1 件

　　・審議件数 1 件

1 件

0 件

0 件

　　うち、委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるもの

0 件

５　審査案件の抽出方法

６　審査結果

不適切等と判断した件数 0 件

結果内容及び措置状況（具体的な内容を記載するとともに、審査を行った際の書類も併せて提出すること。）

公共調達監視委員会の抽出委員による抽出を行った（この度は全件対象）。

　　うち、低入札価格調査の対象となったもの

【本件に係る照会先】
鳥取労働局総務部総務課
　課長補佐　馬渕　正仁
   ℡ 0857-29-1700

所見なし。

公共調達監視委員会活動状況報告書

鳥取労働局

　　うち、契約の相手方が独立行政法人となったもの

令和８年１月２６日（月）

　　うち、企画競争又は公募をしたが、参加者（応募者）が一者しかいないもの

　　うち、新規案件で競争性のない随意契約で調達しているもの

令和７年７月１日　～　令和７年１２月３１日契約締結分

駒井　重忠　　　弁護士

瀬古　智昭　　　公認会計士・弁護士

西川　退助　　　税理士（今回欠席）
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令和７年度第２回鳥取労働局公共調達監視委員会議事概要 
 

開催日  令和８年１月２６日（月） 
開催場所 鳥取労働局４階大会議室 
出席委員 駒井委員（委員長） 

瀬古委員（抽出委員） 
 
１．鳥取労働局公共調達審査会審議結果報告 
 ・事務局から、以下とおり報告した。 
  令和８年１月８日に開催した令和７年度第２回鳥取労働局公共調達審査会

において、令和７年７月１日から１２月３１日までの間における審査対象案

件の中で審議を行った。 
  審議対象の案件は、公共工事は該当事案が無く、物品・役務関係が４件であ

った。 
  今回は審議対象案件が少ないことから、４件すべての案件の審議を行った。

内訳は一般競争入札３件、随意契約１件。 
  その結果、すべての案件において特段の問題は見られず、「所見なし」と判

断されたことを報告する。 
 

 
２．審議対象案件の抽出について 
・事前に抽出委員である瀬古委員により、公共調達監視委員会審議対象一覧表

の中から抽出していただくこととしていたが、この度の審査案件は４件であ

ったため全件対象とした。 
公共工事は入札・随意契約ともに無し、物品・役務の一般競争入札が３件、 

随意契約１件となった。 
 ・今年度公共調達審査会運営要綱の改正があった。具体的には要綱第６条の審 
査対象一覧を作成する際の予定価格の金額を予決令の改正金額に合わせるも 
の。変更前と変更後の金額を参考までに資料に添付している。 
 
 

３．審議 
（１）令和７年度年度後半における集中的な就職面接会事業（１号案件） 
  ・前年度の参加者数は何者か。落札業者は前年と同じか。 

→前年度の参加者数は２者。落札業者は前年と同じ。入札説明会を行い、公 
告期間も１カ月程度設定したが今年度１者のみの参加となった。 
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・前年度の契約金額と違いがあるか。 
→前年度と比べ今年度は若干安くなっているが、ほぼ同額である。 
・落札業者の競争参加資格等級は何等級か 
→Ｂ等級である。 
 

（２）令和７～１１年度鳥取労働局の業務用自動車賃貸借業務一式（２号案件） 
  ・政府調達手続きに基づき官報公示したことによって、通常よりも多くの参 
  加者を確保することができたのか。 

→最終的に参加者数は４者ではあったが、問い合わせはかなり増えていた。 
政府調達案件になると官報公示や公告期間が長くなることによって幅広く 
周知することになったと考えている。 

 ・総合評価落札方式となっているとはいえ、仕様書の車の類型が各メーカー 
で大きな差が無いと、金額点の比重が大きくなっている印象。 
→応札者の納入予定車が同一であれば金額点のみの差となる。 
・予定価格が一般的な額であるとするならば、落札率６２．５％となると、 
安く調達できるのは良いが、落札業者に利益があるのか若干の不安がある。 
→予定価格は参考見積から積算している。履行能力については低入札価格 
基準額を設けて確認する制度がある。 
 

（３）令和７～１１年度鳥取労働局の業務用自動車賃貸借業務一式（２）（３号

案件） 
・特になし。 
 

（４）米子公共職業安定所大会議室賃貸借契約（４号案件） 
  ・元々は使用するときのみ借受けていたのか。 
  →基本的に殆ど毎日会議室を使用していたため１カ月単位で借受けていた。 
  ・借受金額に変更はあるか。 
  →米子公共職業安定所本体の契約単価に合わせたため変更となっている。

米子公共職業安定所がイオン米子駅前店に入居した当時、事務室として契

約できる面積の基準が現在とは異なっており会議室部分が含まれなかった。

このため当時の管理会社と協議し会議室の使用料を別途設定していた。 
   この度、会議室部分を安定所本体と統合するのに合わせ、契約単価を本体 

と合わせることとし、本省に予算要求し了承されたところである。 
 

４．審議結果 
   各案件について「所見なし」とする。 


